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東大阪市自立支援協議会運営規約 

（趣旨） 

第１条 この規約は、東大阪市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律施行条例（平成 18 年東大阪市条例第２号）、東大阪市障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成 18 年東大阪市規則第 46 号）その他

別に定めがあるもののほか、東大阪市自立支援協議会（以下「協議会」という。）の運

営について必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（1）福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保に関すること。 

（2）困難事例への対応のあり方に関する協議、調整に関すること。 

（3）地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。 

（4）障害福祉計画の推進状況の点検及び進行管理 

（5）前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項に関する

こと。 

（組織） 

第３条 協議会は別表１に掲げる者をもって組織する。 

２ 本協議会に助言をする者としてオブザーバーを置くことができる。 

 （ケア連絡会） 

第４条 必要に応じて広域的な連絡調整を必要とする事例について、新たな資源の検討・

開発を目的としたケア連絡会を設置することができる。 

２ ケア連絡会は、基幹相談支援センター、委託相談支援センター、福祉部障害者支援室、

健康部保健所健康づくり課の担当者をもって組織する。 

（地域別会議） 

第５条 個別の事例への対応のあり方に関する協議、調整を行うために、協議会に地域別

会議を置くことができる。 

２ 地域別会議は、委託相談支援センターが召集し、地域の実情に応じて開催したうえで、

取り上げられた課題等についてケア連絡会に提出する。 

（運営委員会） 

第６条 ケア連絡会に提出された地域別会議等の課題を協議するため、協議会に運営委員

会を置くことができる。 

２ 運営委員会の委員は、別表２に掲げる機関等の実務担当者をもって組織する。 

 （専門会議） 

第７条 継続した協議、調整を必要とする課題については専門会議を置くことができる。 

２ 専門会議は、個別の課題について関わる関係機関の担当者をもって組織し、協議会の

承認を得て設置し、協議会にその活動内容を報告し承認を得ることとする。 

３ 専門会議の長は、会議の内容を事務局に報告する。 

（関係者の出席） 

第８条 協議会、ケア連絡会、地域別会議、運営委員会及び専門会議（以下「協議会等」
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という。）は、その所掌事業の遂行に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。 

（障害福祉計画策定等会議への出席） 

第９条 協議会の会長は、その指名する委員に障害福祉計画策定等の会議への出席を求める

ことができる。

（事務局） 

第１０条 協議会の事務局は、基幹相談支援センターにおいて処理する。 

なお、事務局長は基幹相談支援センターの代表が務める。 

（守秘義務） 

第１１条 協議会等の委員は、会議等で知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

（その他） 

第１２条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。 

附 則 

この規約は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

2



別表１（第３条関係） 

相談支援事業者の代表 

指定障害福祉サービス事業者の代表 

東大阪障害児者福祉施設連絡会の代表 

東大阪市障がい児通所支援施設事業所連絡会の代表 

高齢介護等の関係機関の代表 

中河内地域若者サポートステーションの代表 

障害当事者又はその家族のうち市長が定める者 

当事者中心の会代表 

地域ケアに関する学識経験者 

障害者を雇用している企業の代表 

布施公共職業安定所業務部長 

大阪府立東大阪支援学校長 

大阪府立交野支援学校四條畷校准校長 

大阪府立たまがわ高等支援学校長 

大阪府立生野支援学校長 

社会福祉法人東大阪市社会福祉事業団の代表 

社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会事務局長 

東大阪市副市長 

東大阪市都市魅力産業スポーツ部長 

東大阪市福祉部長 

東大阪市子どもすこやか部長 

東大阪市健康部長 

東大阪市教育委員会学校教育部長 

オブザーバー 

大阪府こころの健康総合センターの代表 

大阪府東大阪子ども家庭センターの代表 
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別表２（第６条第２項関係） 

東大阪市立障害児者支援センター 

相談支援事業者（委託事業を受けている者） 

指定障害福祉サービス事業者 

東大阪障害児者福祉施設連絡会 

東大阪市障がい児通所支援施設事業所連絡会

高齢介護等の関係機関 

中河内地域若者サポートステーション 

布施公共職業安定所(障害者雇用担当) 

東大阪市障害者就業・生活支援センター 

東大阪市就労支援ネットワーク連絡会 

大阪府障がい者自立相談支援センター 

大阪府東大阪子ども家庭センター 

大阪府こころの健康総合センター 

大阪府立東大阪支援学校(進路担当) 

大阪府立たまがわ高等支援学校(進路担当) 

大阪府立交野支援学校四條畷校（進路担当） 

大阪府立生野支援学校（進路担当）

社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会 

東大阪市都市魅力産業スポーツ部労働雇用政策室 

東大阪市福祉部障害者支援室障害施策推進課 

東大阪市福祉部障害者支援室障害福祉認定給付課 

東大阪市福祉部障害者支援室障害児サービス課 

東大阪市生活支援部東福祉事務所 

東大阪市生活支援部中福祉事務所 

東大阪市生活支援部西福祉事務所 

東大阪市子どもすこやか部子ども見守り相談センター地域支援課 

東大阪市健康部保健所健康づくり課  

東大阪市健康部保健所東保健センター  

東大阪市健康部保健所中保健センター  

東大阪市健康部保健所西保健センター 

東大阪市教育委員会学校教育部学校教育推進室 

東大阪市教育委員会学校教育部教育センター 
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運営委員
は必ず参加

検討結果
の報告

自立支援協議会 全体会（年２回）

ケア連絡会

地
域
別
会
議

専門会議

（事務局）
障害者支援室
基幹相談支援センター
委託相談支援センター

令和５年度東大阪市自立支援協議会

・運営委員会での議論、課題の報告
・市全体としての課題解決に向けた議論、助言、連携の強化
・市の障害施策に関する方向性の検討

相談支援NW

・地域課題の共有、課題の提案、優先順位付け
・課題解決に向けた議論
・集中的に議論する専門的な会議設置の判断
・専門会議の課題および参加者の選定
・専門会議の報告・進捗管理

・会議の参加者
テーマごとに運営委員の中から参加者と進行役を選定
テーマに精通した者を外部委員として招集

・課題ごとに一定の期限を設けて結論を出す⇒次の課題へ

運営委員会 （年６回）

事務局会議 （毎月開催）
・自立支援協議会の開催の調整
・当事者のニーズや個別支援で充足されない問題
について権利擁護の視点から地域課題を抽出
（重要度・緊急度・実現可能性・取組効果などから
総合的に判断）

（構成委員）各機関の実務担当者
・基幹・委託相談・事業所連絡会・施設連絡会
・障がい児通所事業所連絡会・高齢介護機関
・就労支援ネットワーク・公共職業安定所
・各支援学校(進路担当)・社会福祉協議会
・東大阪市（労働・教育・こども・保健・福祉）

（構成委員）各機関の代表者・公募委員
・基幹・委託相談・事業所連絡会・施設連絡会
・障がい児通所事業所連絡会・高齢介護関係機関
・若者サポートステーション・障害者雇用企業
・障害当事者・家族・学識経験者
・公共職業安定所・各支援学校
・社会福祉事業団・社会福祉協議会
・東大阪市・オブザーバー

各種会議・個別事例
等

当事者中心の会

障害児者が普通に
暮らせる地域づくり

当事者ニーズ
の把握

地域課題について解決策
を検討

地域移行入口会議

・地域移行に向けて対象者を抽出
入所施設との連携を実施

地域生活移行PT

・重度障害者の地域生活に必要な
支援について関係者で協議
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発達障害相談支援事業にかかる委託業務内容の変更について 

発達障害相談支援事業とは 発達障害児者やその家族、支援機関からの相談に応じ、必要な
情報提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整を行う事業であり、市では現在
NPO法人発達障害サポートセンターピュアに事業委託を行っている。 

発達障害児者に関わる相談等の対応件数が増加しており、市内のどの地域においても対応
が可能となるよう、専門知識を持った人材や受け皿となる事業所を増やしていく必要があ
る。 
⇒委託業務の中心を発達障害児者に対する個別支援から、専門人材の育成に移行。 

変更イメージ 

【今まで】当事者への直接支援     【これから】事業所・支援機関への後方支援 

直接援助 

●上記の早期実現のため、各種施設の従事者等が発達障害者等の支援に必要な知識や技術
を学ぶための講習等を実施（別紙参照） 

発達障害相談支援センター
ピュア 

発達障害相談支援セ
ンターピュア 

支援機関A 
（障害福祉サービス事業所 
相談支援機関・学校等） 

情報の提供及び助言 連絡調整 

支援機関B 

支援機関C 

発達障害児者・
家族等 

発達障害児者・
家族等 
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参画機関・開催予定等 

参画機関：東大阪市自立支援協議会運営規約 別表２（第６条第２項関係）に掲げる機関等 

運営委員会：第１回 ５月２５日開催 年間５回開催予定 

事務局会議：４月１２日・５月１１日・６月８日・７月３日開催 年間１２回開催予定  

課題について 

・専門会議が終了していく中で、積み残し課題の扱いや、成果物はその後、周知されているか、利用されて

いるか等、進捗確認は運営委員会で実施すべきものと考える。過去の反省も踏まえ、そのあたりは丁寧に

していきたい。 

 ・運営委員会のさらなる活性化を考えているが、人数の多い会議となっているので、議論するのは難しい場

となっている。情報共有が主となっているので、できるだけ多くの情報を持ってきていただき、地域の現

状や課題認識を共有したい。 

協議会（全体会）の場で委員に聞きたい内容 

今年度の取組計画・目標等 

 ・モデル事業「地域生活移行プロジェクト」は今年度も継続。 

・専門会議①「重度障害児者のサービス利用実態と社会資源の確保について」は積み残し課題があり、事務
局会議にて継続協議をする。

・専門会議②「教育と福祉の連携のシステム化にむけて」は一旦終了。連携の進捗は、今後運営委員会にて
確認する。 

・専門会議③「住宅改造助成事業の対象拡大について」は、対象者の拡大を準備ができ次第、実施。 
 ・専門会議④「障害者の就労について」は、先ずは実態調査を進めていく。
・ケア連絡会をはじめ、各地域の連絡会や委員会と連携をとり、地域課題の抽出につとめ、専門会議を設置

し、解決に取り組んでいく。

東大阪市自立支援協議会 活動報告書 

                          部会等名称【    運営委員会   】 

                          報告者（  児玉 祐子  ） 

18



参画機関・開催予定等 

参加機関：各委託相談（よりそいの丘、ルーチェ、わくわく、ぱあとなあ、つむぎ、 

アーバンサポート新喜多、ひびき） 

基幹相談、障害者支援室・施策推進室 

開催予定：偶数月の第 3月曜日

課題について 

委託相談の地区担当制が始まってから、精神障害を持つ方々の相談の割合は高い。虐待等の危機介

入が必要なケースも精神疾患を伴っていることが多く、発達や知的等が重複するケースも多い。精

神保健に特化した法人が委託相談からいなくなり、他の精神保健分野の機関との連携が日常的に求

められている。 

協議会（全体会）の場で委員に聞きたい内容 

今年度の取組計画・目標等 

昨年度、委託相談のプロポーザルが行われ、4月から新たに中学校区割での相談体制がスタートして

いる。地区割変更等による引継ぎは大きな混乱はなく、徐々に行っているところである。新たに加わ

った、法人もあることから、今年度委託相談連絡会では、ケース検討も開催し、ケース対応や委託相

談の役割について、共通認識を持ちながら支援の方法についても意見交換する場を作りたいと考え

ている。また新たに毎月の実績記録をとりながら、委託相談の現状も明らかにし、東大阪市の相談支

援体制への課題についても話し合っていきたい。 

東大阪市自立支援協議会 活動報告書 

                          部会等名称【  委託相談支援連絡会 】 

                          報告者（ ひびき 比名 陽子 ） 
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参画機関・開催予定等 

参加機関
ケア連絡会

基幹相談支援C、委託相談支援Cよりそいの丘、あいん、ぱあとなあ、わくわく、つむぎ、マーレ、ひびき
（計７カ所）、委託発達障害相談支援 Cーピュア、障がい児通所支援施設連絡会児童相談支援部会、施策推
進課、障害児サービス課、健康づくり課（合計 13～15 名）等、年 6回開催
ケア連絡会 西、中、東地域別会議

地域担当の委託相談（西３委託，中２委託，東２委託）が企画・運営。基幹相談のバックアップあり。
参加者は地域の指定特定相談支援、地域包括、CSW、福祉事務所委等が参加。各地域で毎月または 2ヵ月に
1回程度の頻度で開催。参加人数は 10名未満～25名前後。また、「西・中・東合同地域別会議」を各地域
の持ち回りで年 3回開催し、各地域の関係機関が 40 名以上参加。 
ケア連絡会 相談支援NW

ケケア連絡会メンバー（行政除く）、東大阪市指定特定相談支援事業所（対象 68所）＋他市指定特定相談支
援事業所（東大阪市内のサ計作成事業所）、就業・生活支援センターJ-WAT 等を対象とし、年 3回開催。
第令和 5年度の第 1回は 6 月 14 日（水）に開催。39 事業所 48 名が参加。 

課題について 

ケア連絡会 相談支援NW
参加事業所の拡大 
相談支援専門員が抱える複合多問題へのサポート 
障害特性に応じた適切な支援のあり方 

協議会（全体会）の場で委員に聞きたい内容 

障害者の高齢化や障害福祉サービスで充足できない世帯間の問題など、相談支援のみで抱えきれない複合的な
問題が年々増加している傾向にあります。地域ネットワークの構築は障害福祉分野のみで成立しないと思うの
ですが児童や高齢分野は障害福祉との連携をどのように考えておられるでしょうか？ 

今年度の取組計画・目標等 

ケア連絡会
各地域で開催されている地域別会議、児童相談部会、委託発達障害相談センター等からの報告を共有、
整理を行い相談支援NWの企画・運営を行う。 
ケア連絡会 西、中、東地域別会議
地域特性を生かした会議の開催と地域ネットワークの構築。
ケア連絡会 相談支援NW
相談支援専門員としてのスキルアップ、情報共有、つながりを軸にした相談支援ネットワークの構築と
地域課題の抽出。

東大阪市自立支援協議会 活動報告書 

                          部会等名称【    ケア連絡会   】 

                          報告者（ 八尾 有里子） 
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参画機関・開催予定等 

参加機関 当事者メンバー、委託相談（つむぎ、あいん、ぱあとなぁ）、基幹相談レピラ、施策推進課 

開催状況 4/24、5/29、6/20、7/25、8 月以降の会議開催日は未定 

8/31「車座ワークショップ・オンライン」（下半期にもう一度開催予定） 

課題について 

■車座ワークショップ「ちょっと聞いてよ私の障害（困りごと）」 

上半期開催の車座ワークショップのテーマは「選挙」への参加について考えます。 

投票所のバリアフリーや投票における合理的配慮について、他の自治体の取り組みについても学び、 

東大阪市選挙管理委員会の方とも意見交換し、誰もが政治への参加が保障されるよう考えていきます。 

■「防災の取り組み」 

災害時に安心して避難や生活するためには、いくつもの課題が残っています。 

「避難所運営マニュアル」を検証していくこと。 

「災害時個別避難計画作成事業」の進捗状況を確認し、事業を形にしていくこと。 

「地域の防災訓練への当事者参加」や「全ての避難所のバリアフリーチェック」 

など、地域住民や事業所や行政の方々とも意見交換し、取り組んでいきたいと思います。 

■「障がい者が働くことへの取り組み」 

・R５年度より、「重度障害者就労支援事業」が新規事業としてスタートします。 

通勤支援や職場介助など、重度障害者の方々の就労の機会が増えるよう、考えていきたいと思います。 

・R３年度よりスタートした「スクラムオフィス」で働く知的・精神の方々が 3年目を迎え、 

一般就労へ移行していく 1年となりますので、どのように一般就労へ進んでいくのかも気になりります。

協議会（全体会）の場で委員に聞きたい内容 

今年度の取組計画・目標等 

○通常会議を年 10 回程度開催予定です。（会場とオンラインのハイブリッド開催） 

①「車座ワークショップ」の開催（年 2回）   第 12 回「車座ワークショップ」オンラインの開催予定（8/31）

②「障害福祉計画」への意見提起   第 7 期計画策定に向け意見提起していく（10 月ごろ）。 

③「障害者が働くことへの取り組み」  重度障害者就労支援事業（R5 年度スタート）の動向について 

「スクラムオフィス」の取り組み、新たな専門会議（就労）への参加

④「防災関連の取り組み」 「災害時個別避難作成事業」「運営マニュアル」「避難所バリアフリー調査」

⑤「バリアフリーにしていくための取り組み」 「ドリーム 21 プラネタリウム見学」「当事者交流企画」 

東大阪市自立支援協議会 活動報告書 

                          部会等名称【  当事者中心の会 】 

                          報告者（ 地村貴士 ） 
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参画機関・開催日時等 

（株）ノーサイド 中西（進行役） 

基幹相談・委託相談・障害施策推進課・障害児サービス課・地域支援課（子ども見守りセンター）・障害児

通所支援事業所連絡会・発達障害支援センターピュア・学校教育推進室・教育センター・府立支援学校 

 4/24 6/23

課題について 

１．依頼文の修正を 6 月 23 日に行い、依頼文のほかに開催通知を新たに用意し、状況に応じて利用して頂く

こととなった。今後の周知と定着が課題。 

２．学校教育の現場において、定期的な福祉サービス等に関する研修会等を今後開催し、福祉関係者と教育現

場の先生方との関係作りが必要。これについては、6月 23 日に教育委員会へ提案を行った。 

協議会（全体会）の場で委員に聞きたい内容 

今年度の取組実績等 

「教育と福祉の連携のシステム構築」 

教育と福祉の狭間でこぼれ落ち、支援の手が届きにくいケースについて、学校と福祉の双方が連携を必要とす

る際の具体的な方法が確立されておらず、担当者個人の力量次第となっていた。 

その点は、障害児に関わる家庭・教育・福祉の関係者が集まる「サービス担当者会議」を積極的に開催するこ

とで、サービス事業所と学校がそれぞれの場所での児童の様子や目標を共有し、児童の支援計画に反映させる

ことで改善ができる。その際に学校と福祉との間で使用する依頼文などについて統一様式を定め、双方が組織

内で理解し、システム化することで子どもの支援のための連携体制の強化を実施した。併せてシステムの定着

を目指し、関係機関への継続的な周知を実施することとなった。 

周知及び依頼実績：教育施策連絡会にて各学校園に通知。私立幼稚園協会を含め、東大阪市私立保育園会・公

立保育園長会へサービス調整会議の開催について協力要請。相談支援ネットワークを通じ、障害児通所支援事

業所、計画相談事業所へも実施。特別支援教育コーディネーターへの研修にて福祉サービスの説明。福祉部と

教育委員会の間の恒常的な連携体制の構築の為、定期的な会議の実現。 

※これらの活動を基に 6月 23 日の会議を以て、終了となった。 

東大阪市自立支援協議会 活動報告書 

                          部会等名称【  専門会議 ② 】 

                          報告者（  中西委員   ） 
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参画機関・開催時期等 

R5.2.27 

障害施策推進課（進行役） 

基幹相談・委託相談・障害施策推進課・事業所連絡会・当事者中心の会・手をつなぐ育成会・他

課題について 

対象者：療育手帳 A所持者に限定せず、強度行動障害等も含めるべき。手帳の等級に加えて障害支援区分で対

象者と認定すべきか。難病患者も追加できないか。 

対象施設：グループホームでも利用できないか。知的障害者の方に必要となる具体的な改造箇所は？それらを

漏れなく要綱等で定義可能か？  

助成額：生涯一度だけの利用となっている。知的障害の方は発達段階での変化もあるため、必要に応じて再度

の申請が認められないか。 

助成事業であり、全てにおいて財政協議が必要。 

※まずは令和 5年度中に対象を重度の知的障害者まで拡大し、実施予定。 

協議会（全体会）の場で委員に聞きたい内容 

今年度の取組計画・目標等 

テーマ「東大阪市重度身体障害者住宅改造助成制度の対象拡充について」 

中核市移行時に大阪府から移管した事業であるが、本市では重度の身体障害の方に限定して事業を実施してき

た。大阪府や近隣市では、知的障害者も対象となっていること、重度の知的障害がある方が地域で生活する上

で、制度を利用できないことが課題として挙げられ、事業の見直しを決定。制度拡充に向けた検討を目的とし

て専門会議を実施した。 

東大阪市自立支援協議会 活動報告書 

                          部会等名称【  専門会議 ③ 】 

                          報告者（ 障害施策推進課 ） 
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参画機関・開催予定等 

障害施策推進課（進行役） 

基幹相談、委託相談、障害施策推進課、障害児者支援センター レピラ、障害者就業・生活支援センター J

―WAT、学校教育推進室、教育センター、支援学校進路担当、就労移行・就労継続 A型・B型事業所、労働雇

用政策室、ハローワーク 1/20、6/23 実施 

課題について 

 障害者の就労の現場等から挙がった課題は次のようなもの。 

・一般就労できそうだが、就労継続支援等に流れている方がいる 

・放課後デイサービスからつながる就労継続支援 B型や、生活介護を安易に選択する傾向が顕著 

・親もいきなり就職より様々な経験をさせたい考えを持つ方が実は多い 

・大阪市の近隣市は、軒並み就労移行事業所が減少しており、東大阪市では特に減少している 

・就労継続支援 B型の利用者の多くは、一般就労を目指していない 

・グループホームの従業者も親同様、一般就労を促さず、STOP をかける傾向がある 

・そもそも障害者雇用に関する啓発、認知度不足が問題 

・就労継続支援 A型から一般就労へ繋ぐ関係機関の連携が出来ていない 

・計画相談の利用率が非常に低く、本人の能力について適切なアセスメントが行われていない 

・就職活動でつまづき、発達障害に気づく方が増えている。障害サービスへの繋ぎを考える必要有り 

協議会（全体会）の場で委員に聞きたい内容 

・障害者の就労に関し、「安易な就労継続支援 B 型、生活介護、生涯就労継続支援 A 型を選択する流れを

STOP させるための仕組み創り」についてお知恵をお借りしたい。そのためには、本人・親だけでなく、関係

機関全ての方への効果的な意識改革が必要と考えています。 

今年度の取組計画・目標等 

就労に関する部会は、平成 28 年度に休会となった。この間、具体的な課題の抽出も行われていなかったが、

ネットワーク会議等を通じて、支援機関等からは色々な課題を指摘するあり、拡大事務局会議として一度それ

を整理することとなった。そして、今後就労の専門会議を立ち上げ、主に相談機関や当事者から上がってくる

個別事例のうち、地域に共通する問題について、地域課題として設定をし、既存の制度の枠内で関係機関が連

携して取り組むことで解決を目指すもの。解決策を出す以外にも、情報収集、共有、施策の提案を行う予定。

なお、今後 J―WAT の下出氏を中心に、障害者の就労に関する調査を進めていくこととなった。 

東大阪市自立支援協議会 活動報告書 

                          部会等名称【 専門会議④ 就労 】 

                          報告者（ 障害施策推進課 ） 
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参画機関・開催予定等 

■プロジェクトの構成 

・地域生活移行プロジェクト会議（2023 年度は、年 3 回開催予定 6月 1日・10 月 5 日・2月 8日） 

・支援検討会…CY さんの地域での自立生活の実現に向けて 

■参画機関 

座長：同志社大学 鈴木良先生 

参加者：障害者支援室（施策推進課）各福祉事務所 相談支援事業所（基幹・委託・指定特定）施設連絡会 事

業所連絡会（日中・GH・短期入所）入所施設（砂川厚生福祉センター）参加希望事業所 事務局（創思苑） 

課題について 

・ CY さんの重度訪問介護を利用した地域生活移行の実現 

・ CY さんの地域生活移行後の定着支援とバックアップ機能について 

・ 市内で支援をしている福祉サービス事業所や行政機関などが関わり、CY さんの地域での自立生活支

援ネットワークの構築 

・ CY さんの地域生活移行支援を通して、障害の重い人の地域での自立生活のために求められる生活/日

中活動支援・住宅環境・地域社会などの社会資源、連携の仕組みや支援プロセスを明らかにする。

協議会（全体会）の場で委員に聞きたい内容 

・ グループホームや、1人暮らしといった多様な地域での自立生活の選択肢を広げていきたい。 

・ 障害の重い人や強度行動障害と言われる人は、まだまだ自立生活が困難だと思われている。一人一人にあ

った自立生活が実現できるよう活動したい。 

今年度の取組計画・目標等 

■取り組みについて 

・ CY さんは、2022 年 6 月より社会福祉法人創思苑にて体験をはじめ、現在 8回の地域生活体験を行った。

・ 支援検討会を実施し、CY さんの支援の在り方や次の体験に向けた課題整理を行った。 

・ プロジェクト会議や支援検討会では、CY さんの体験時の様子を映像を用いて共有し、支援の在り方や、地

域での自立生活を実現するためにどのような制度を利用するのかの検討を行ってきた。 

・ 現在、4回目までの体験とプロジェクト会議での取り組みをまとめた映像を制作した。 

・ CY さんの体験時の状況や障害特性を踏まえ、1 対１の支援環境が CY さんにとって安心した地域生活を実

現できることが明らかになってきた。その為、重度訪問介護を利用した地域生活移行を進めている。 

・ CY さんの地域移行はまだ実現していない。引き続きプロジェクトを継続し、東大阪市における障害の重い

人や強度行動障害のある人の社会資源や連携の仕組みを明らかにする。 

・ 住居に関しては、大阪府立砂川厚生福祉センター利用者地域移行支援事業費補助金事業を活用し必要な防

音などの住宅改修を行った。 

東大阪市自立支援協議会 活動報告書 

                          部会等名称【地域生活移行プロジェクト会議】 

                                報告者（  西野 貴善   ） 
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